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第二次再審請求せまるノ

『細川論文』の鑑定は

今井清一観代り、奥平康弘億法→氏が承諾

集会『治安維持法と横浜事件』
◎お話

■ 今 井 清 ―´
(横 浜市大名誉教授 )

「現代史のなかの治安維持法」

・ 奥 平 康 弘  (国際基督教大教授)

「治安維持法 と横浜事件」

▼
こ
の
国
の
司
法
、
と
く
に
最
高
裁
の
、

人
権
感
覚
と
歴
史
意
識
を
極
度
に
欠
落
さ

せ
た

″
形
式
論
理
″
に
よ
っ
て
第

一
次
再

審
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
か
ら
三
年
。
い
よ

い
よ
第
二
次
再
審
請
求
の
日
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た
。

第
二
次
請
求
は
、
す
で
に
お
知
ら
せ
し

た
よ
う
に
、
小
野
康
人
氏
の

一
件
を
突
破

口
に
行
な
い
ま
す
。
小
野
さ
ん
の
場
合
、

「判
決
」
と
、
「予
審
終
結
決
定
」
の
ほ
か

関
係
資
料
が
幸

い
に
も
現
存
し
て
お
り
、

少
な
く
と
も
小
野
さ
ん
に
限

っ
て
は
、
裁

判
所
側
も

「記
録
が
な
い
か
ら
審
理
の
し

よ
う
が
な
い
」
と
い
う
逃
げ
１１
上
が
使
え

な

い
か
ら
で
す
。

▼
こ
の
小
野
さ
ん
を
突
破
日
と
し
て
の
第

二
次
請
求
で
は
、
細
川
嘉
六
氏
の
戦
時
下

の
論
文

「
世
界
史
の
動
向
と
日
本
」
が
新

証
拠
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
弁
護
団
の
大
川
隆
司
先
生
と

支
援
す
る
会
事
務
局
で
は
、
こ
の

「
細
川

論
文
」
に

「鑑
定
書
」
を
書

い
て
い
た
だ

け
る
専
門
家
を
探
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
日
本
現
代
史
の
立
場
か
ら

今
井
清

一
先
生

（横
浜
市
大
名
誉
教
授
）、

憲
法
学
者

の
立
場

か
ら
奥
平
康
弘
先
生

（国
際
基
督
教
大
教
授
）
に
、
鑑
定
書

ご
執

筆
の
快
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▼
第
二
次
再
審
請
求
は
、
諸
準
備
の
関
係

で
六
月
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
■
月
二
〇
日
、
上
記
の

要
領
で
、
学
習
を
か
ね
た
集
会
を
開
く
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。
「
細
川
論
文
」
を

新
証
拠
と
す
る
関
係
上
、
こ
ん
ど
の
第
二

次
請
求
で
は
治
安
維
持
法
そ
の
も
の
を
問

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
前
の
人
阜
制
支

配
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
治
安
維
持
法
が

法
廷
で
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
の
は
、
戦
後

裁
判
史
上
、
今
回
が
初
め
て
で
す
。

会
員
の
み
な
さ
ん
は
じ
め
、
多
く
の
方

が
た
の
ご
参
集
を
お
待
ち
し
ま
す
。

5月 20日 (金 )午後6時～ 8時半 神保町・ 岩波セミナールーム

横浜から弁護士のみなさんも大挙参加、

実質的な弁護団結成集会 となります/
奥平康弘先生今井清一先生

1994425
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横浜事件に関する新聞報道
…………………………最近の新聞から…………………………

朝
日
出
身
の
政
治
学
者
掲
載

「細
川
論
文
」新
証
拠
に

戦
時
中
の
特
高
警
察
や
軍
部
に
よ
る
大
規
模
な
言
論
弾
圧

と
言
わ
れ
る

「
横
浜
事
件
」
の
元
被
告
の
遺
族
が
、

今
春
に

も
第

二
次
再
審
請
求
に
踏
み
き
る
。
朝
日
町
出
身
の
政
治
学

者
、
故

・
細
川
嘉
六
氏
が
昭
和
十
七
年
に
雑
誌

「
改
造
」
に

針弾圧◇

横
浜
地
裁
、

二
審
の
東
京
高
裁

と
も
判
決
文
が
残

っ
て
い
な
い

こ
と
な
ど
を
理
由
に
棄
却
。
特

別
抗
告
し
た
最
高
裁
も
平
成

三

年
に
葉
却
し
た
。

今
回
再
審
請
求
す
る
の
は
、

ス
ナ

ッ
プ
写
真
に
写

っ
て
い
た

と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
故

」
小
野

置Ｔ

貧

＝
一麓

当

時

雑
誌
「改

造
」
編
集
部
員
＝
の
妻
、

貞
さ

ん
家
じ
で
、
起
訴
状
に
相
当
す

る
予
審
終
結
基

定
書
や
判
決
書

な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

弁
護
団
は
細
川
論
文
が
違
法

論
文
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
れ

ば
、
小
野
氏
の
犯
罪
事
実
の
論

理
構
成
を
崩
せ
る
と
し
、
現
在
、

現
代
史
関
係
の
研
究
者
の
協
力

を
え
な
が
ら
、

連
法
論
文
で
な

い
と
す
る
鑑
定
書
を
作
成
中
。

鑑
定
書
を
付
け
て
再
審
請
求
す

る
。

弁
護
団
の

一
人
、

大
川
隆
司

弁
護
士
は

「
小
野
さ
ん
の
無
実

が
再
審

請
求

で
明

白

に
な
れ

ば
、
事
件
全
体
が
虚
構
に
な
資

他
の
関
係
者
の
無
実
の
道
も
開

か
れ
る
。
鑑
定
書
の
作
成
が
終

わ
る
三
、

四
月
ま
で
に
請
求
し

た
い
」
と
話
し
て
い
る
。

【
富
山

】
日
本
の
現
代
史

　

写
真
に
写

っ
て
い
た
た
め
逮

の
中
で
、

な
ぞ
に
包
ま
れ
た

　

捕
さ
れ
た

一
人
だ
。
第

一
次

事
件
は
い
く

つ
か
あ
る
。
戦

　

再
審
請
求
は

「
訴
訟
記
録
が

(神奈川版 )

半
世
紀
前
の
事
件
を
振
り
返
る
藤
田
さ
ん
夫
妻

「
川
崎
市
林
生
区
細
山
の
自
宅
で

『朝 日新聞』 1994年 1月 29日

『繰
り返ずな言論弾匡

酬勇
双
歴
史
振
り
返
り
警
告

太
平
洋
戦
争
中
の
最
大
の
言
論
弾
圧
と
い
わ
れ
る

「横
浜

事
件
」
で
出
版
界
の
幹
部
が
大
量
検
挙
さ
れ
て
か
ら
、
二
十

九
日
で
ち
ょ
う
ど
五
十
年
に
な
る
。
川
崎
市
麻
生
区
細
山
の

藤
田
親
昌
さ
ん
食
９
は

一
九
四
四
年
の
こ
の
日
、
県
警
特
高

課
に
摘
発
さ
れ
、　
一
年
間
に
わ
た

っ
て
拷
間
、
拘
禁
さ
れ

た
。
半
世
紀
が
た

っ
た
今
、
藤
田
さ
ん
は

「油
断
す
れ
は
フ

ァ
シ
ズ
ム
は
復
活
す
る
」
と
書
告
す
る
。

横
浜
事
件
と
は
、　
一
九
四
二

年
秋
か
ら
敗
戦
直
前
に
か
け
、

雑
誌

「
改
造
」

「
中
央
公
論
」

な
ど
の
執
筆
者
、
編
集
者
ら
を

中
心
に
六
十
余
人
が
、
治
安
維

持
法
違
反
の
容
疑
で
県
書
特
高

課
に
摘
発
さ
れ
た
言
論
弾
圧
事

件
。
調
べ
に
当
た

っ
た
特
高
警

官
二
人
は
戦
後
、
特
別
公
務
員

暴
行
傷
害
罪
で
実
刑
判
決
を
受

け
た
。

雑
誌

「
中
央
公
論
」
の
編
集

長
だ

っ
た
藤
田
さ
ん
は
、
旅
行

先
の
新
潟
県
の
温
泉
宿
で
身
柄

を
拘
束
さ
れ
、
横
浜
市
内
に
連

行
さ
れ
た
。

取
り
調
べ
は
ま
さ
に
持
問
だ

っ
た
と
い
う
。
正
座
を
さ
せ
ら

れ
、
顔
を
殴
ら
れ
た
。
歯
が
ぐ

ら
ぐ
ら
に
な
り
、
釈
放
後
に
は

総
入
れ
歯
に
な

っ
た
。
先
端
が

ば
ら
け
た
竹
刀
で
ひ
ざ
を
打
た

れ
、　
ヨ
ハ産
党
再
建
に
手
を
貸

し
た
ろ
う
」
と
怒
鳴
ら
れ
た
。

身
に
覚
え
が
な
か

っ
た
。

拘
禁
中
、
与
え
ら
れ
た
食
事

の
量
は
非
常
に
少
な
か

っ
た
。

乳
幼
児
を
背
負

っ
て
差
し
入
れ

や
衣
類
の
洗
濯
を
し
て
い
た
妻

の
営
子
さ
ん
食
じ
は
、
の
ち
に

こ
ん
な
歌
を
詠
ん
だ
。

「
留
置

場
よ
り
戻
り
し
シ
ャ
ツ
の
縫
日

の
中
に
並
び
し
し
ら
み
三
百
数

十
匹
」

藤
田
さ
ん
は
拘
禁
中
、
中
央

公
論

社
に
辞
表

を
出
し
た

。

「
退
職
金
で
家
族
の
生
活
費
を

ね
ん
出
す
る
た
め
だ

っ
た
」
。

雪
子
さ
ん
は
洋
裁
学
校
を
開
い

て
家
計
を
支
え
た
。

四
五
年

一
月
二
十
九
日
、
ち

ょ
う
ど

一
年
間
が
過
ぎ
た
と
こ

ろ
で
、
藤
田
さ
ん
は
横
浜
刑
務

所
か
ら
釈
放
さ
れ
た
。

藤

田
さ
ん

は
横
浜

事
件

を

「
言
論
弾
圧
の
た
め
の
見
せ
し

め
だ

っ
た
」
と
振
り
返
る
。
日

中
戦
争
時
代

に
旧
満
州
を

歩

き
、
日
本
の
中
国
侵
略
を
批
判

し
た
文
章
を
帰
人
公
論
に
発
表

す

る
な
ど
の
活
動

を
し
て
き

た
。

「
山
手
署
の
あ
る
特
高
警
官

は

、
私
が
無
実
だ
と
知

っ
て

い
た
．．
留
置
場
で
は
気
を
使

っ

て
く
れ
た
。
釈
放
が
決
ま

っ
た

と
き
は

、
抱
き
合

っ
て
喜

ん

だ
」戦

後
は
、

「
戦
争
に
突
入
し

た

の
は
、
政
治
２

Ｔ

杏

薔

重

に
な
り
す
ぎ
て
民
主
主
義
が
青

た
な
か

っ
た
た
め
だ
。
言
論
界

も
地
方
文
化
、
農
村
文
化
の
青

成
を
軽
視
し
て
い
た
」
と
痛
感

し
、

月
刊
の
評
論
誌
を
刊
行
す

る
な
ど
地
方
の
民
主
主
義
育
成

を
目
指
し
て
文
筆
活
動
を
続
け

て
い
る
。

ま
た
、　
一
九
八
二
年
、

「上

海

・
藩
陽
に
神
奈
川
文
庫
を
作

る
会
」
を
結
成
し
、
日
中
交
流

の
活
動
を
行

っ
て
い
る
。
同
会

で
■
海
を
訪
問
し
た
と
き
、
中

国
側
は
藤
出
さ
ん
に

「あ
な
た

は
戦
争
ф
、
何
を
し
て
い
ま
し

た
か
」
と
単
刀
直
入
に
関
い
て

き
た
。

「
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い

た
と
言

っ
た
ら
、
信
用
が
深
ま

っ
た

」
と
藤
田
さ
ん
は
実

っ

た
。藤

田
さ
ん
は
今

、
ド
イ
ツ
の

ネ
オ

・
ナ
チ
や

ロ
シ
ア
の
極
右

の
台
頭
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
再
来

と
懸
念
す
る
。
さ
ら
に
テ
レ
ビ

朝
日
報
道
局
長
の
国
会

へ
の
証

人
喚
間
を
、
現
代
の
言
論
弾
圧

と
批
判
し
た
。
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↓『神奈川新聞』 1994年 1月 23日
◇戦時中の大規模言論

F北 日本新聞』 1994年 l月 13日 ↓→

き
　
褥

。
縦
月
嘉
デ
ー
カ
瞬
府

・ｌ
ｔ
■
に
菊
詰

一
卍
進
」
に

掲
載
し
た

「
世
界
史
の
動
向
と
日
本
」
を
新
証
拠
と
し
て
提

出
す
る
方
針
で
、
再
審
を
目
指
す
。

警
特
高
課
は
、

家
宅
捜
索
で
押

収
し
た
ス
ナ

ッ
プ
写
真
か
ら
、

細
川
氏
が
同
年
七
月
、

朝
Ｉ
耐

泊
の
料
亭

「
紋
左
」
で
開
い
た

宴
会
を

「
共
産
党
再
建
の
準
備

会
議
」
だ
と
し
、

出
席
者
ら
八

人

を
次

々
と
翌
年

に
逮

捕
し

た
。

「
泊
事
件
」
と
も
言
わ
れ

る
。

捕
者
を
中
心
に
雑
誌
編
集
者
ら

四
十
九
人
を
治
安
維
持
法
違
反

容
疑
で
逮
捕
し
た
。
起
訴
さ
れ

た
三
十
数
人
の
う
ち
、

大
半
が

敗
戦
直
後
に
執
行
猶
予
付
き
有

罪
判
決
を
受
け
て
い
る
。

昭
和
六
十

一
年
、
元
被
告
や

死
亡
し
た
被
告
の
遺
族
ら
九
人

が
再
審
請
求
し
た
が
、　

一
審
の

ら
再
審
請
求
を
決
め
た
。

判
決
書
で
は
、
小
野
氏
が
「
共

産
主
義
の
宣
伝
」
と
さ
れ
た
細

川
論
文
の
校
正
を
行

っ
た
こ
と

な
ど
を
犯
罪
事
実
と
し
て
挙
げ

て
い
る
が
、
細
川
論
文
の
連
法

性
に
つ
い
て
は
被
告
の
供
述
だ

け
で
、
論
文
自
体
は
証
拠
と
し

て
採
用
し
て
い
な
い
。

戦
時
下
の

一
大
言
論
弾
圧

事
件
と
し
て
知
ら
れ
、
拷
問

に
よ
る
過
酷
な
取
り
調
べ
で

悪
名
高
い
横
浜
事
件
か
ら
、

半
世
紀
が
過
ぎ
た
。

五
十
年
前
の
昭
和
十
九
年

一
月
二
十
九
日
。
神
奈
川
県

薔
特
高
課
は
、
中
央
公
論
社

員
五
人
と
改
造
社
員
四
人
を

治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
検

挙
。
続
い
て
七
月
に
総
合
雑

誌
『
中
央
公
論
』
と

『
改
造
』

が
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
、
十

一
月
に
は
日
本
評
論
社
員
三

人
と
、
岩
波
書
店
社
員

一
人

「横
浜
事
件
」か
ら
半
世
紀

で
に
検
挙
さ
れ
た
人
は
九
十

人
近
い
と
し
て
い
る
。

取
り
調
べ
に
お
け
る
暴
力

の
す
さ
ま
じ
さ
は

『
横
浜
事

件
』

（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス

ク
ー
ル
出
版
部
）
に
も
詳
し

い
が
、
拷
間
な
ど
で
四
人
が

絶
命
し
た
。

希
代
の
悪
法
、
治
安
維
持

法
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
狂
気
。

「そ
れ
は
昔
の
話
」
と
突
き

放
し
て
い
い
も
の
か
。

「
こ

の
憲
法
が
国
民
に
保
証
す
る

自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の

不
断
の
努
力
に
よ

っ
て
、
こ

れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」

（憲
法

一
二
条
）
。

自
由
を
脅
か
す
も
の
が
常
に

存
在
す
る
こ
と
を
憲
法
は
教

え
て
い
る
。
　

　

　

（
服
）

に
さ
か
の
ほ
る
。
労
働
問
題

を
研
究
し
て
い
た
川
田
寿
と

定
子
夫
妻
が
米
国
共
産
党
の

ス
パ
イ
と
さ
れ
て
、
同
特
高

課
に
検
挙
さ
れ
た
。
続
い
て

評
論
家

・
細
川
嘉
六
が
標
的

に
。
細
川
が

『
改
造
』
に
発

表
し
た
論
文
が
共
産
主
義
の

宣
伝
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
も

治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
検

挙
さ
れ
た
。

川
田
の
関
係
者
を
調
べ
て

い
く
う
ち
に
、
特
高
課
は

一

枚
の
写
真
を
入
手
す
る
。
細

川
が
新
著
の
出
版
記
念
を
か

共
産
党
再
菫
準
備
会
議
に
で
っ
ち
上

げ
ら
れ
た
富
山
県
泊
町
で
の
ス
ナ
ッ

プ

（
「
一
世
紀
の
軌
跡
」
か
ら
）

が
検
挙
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
ね
て
、
郷
里
の
富
山
県
泊
（
と
　
い
た
際
の
ス
ナ
ッ
プ
。
そ
れ

発
端
は
昭
和
十
七
年
九
月
　
ま
り
）
町
に
編
集
者
ら
を
招
　
が
、
あ
り
も
し
な
い

「
共
産

党
再
建
準
備

会
議
」
に
で

っ
ち
上
げ
ら

れ
た
。

川
田
と
細

川
が
結
び
つ

き
、
そ
の
交

遊
か
ら
事
件

は
波
紋
を
広

げ
て
ゆ
く
。

神
奈
川
新
聞

社

発

行

の

『
一
世
紀
の

軌
跡
』
は
、

終
戦
の
年
ま

事
件
は
い
く
つ
力
あ
る
‘
リ

時
中
の
大
規
模
な
言
論
弾
圧

と
し
て
知
ら
れ
る
横
浜
事
件

も
そ
の

一
つ
だ
。
神
奈
川
県

警
特
高
課
が
治
安
維
持
法
の

再
籠
謂
球
り

一
断
認
証
鋼
カ

な
い
」
と
し
て
棄
却
さ
れ
た

が
、

権
力
に
よ
る
犯
罪
だ
と

し
て
再
審
闘
争
を
続
け
て
い

る
。

名でジャーナリスト　　　　　　写真の七人のうち

叫̈一一』̈『一̈　一平「　一爆̈一風既̈『一一一

一一幸一̈一砕̈一　苺暉　̈̈
「歳た一の木『け一』一

泊

事

件

が
発

端

だ

っ
　

ヽ
「
ノ
　

由
は
、

わ
れ
わ
れ
か
ら

¨
け

」
康
¨
磐
一
ヽ

口

　

蜘

中

　

一
］
罐
梓
「
一
嚇
『
一

鍮

離

醐

一

へ
人

け
獲

嘲

鸞

』
）
一
［
』

予． れ
は
毅
¨

　

一

“

　

酵
』
』
毒
一
］
「
』
一

着

罪
だ

っ
た
が
、

当
時
　
　
　
　
　
監
獄
制
度
や
、

ア
イ
ヌ

の
弁
護
士
は

一
日
も
早
い
出

　

民
族
、

在
日
外
国
人
の
人
権

共産 党再 建 会 議 の 証 拠 と され た写 真 。後 列 左端 が 小野 氏

青
年
劇
場
が
横
浜
事
件
を
題
材
に
記
念
公
演

「村
井
家
の
人
々
」

（仮
題
）

作
＝
ふ
じ
た
あ
さ
や
／
演
出
＝
千
田
是
也

九
月

一
四
～
三
〇
日
ま
で
、
東
京
周
辺
の
会
場
で
上
演

さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
次
号
の
会
報
で
ご
案
内
し
ま
す
。
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事
務
局
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
お
便
り

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（文
責
＝
事
務
局
）

●
国
家
と
し
て
の
犯
罪
は
、
国
が
公
式
の

場
で
謝
罪
す
る
ま
で
続
く
た
た
か
い
だ
と

思

っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
の
運
動
に
つ
ら

な
っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
も
と
募
金
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
事
務
局
を
は
じ

め
、
関
係
者
の
皆
様
の
努
力
は
大
変
だ
と

思
い
ま
す
が
、
私
の
よ
う
な
想
い
の
者
も

い
る
と
思

い
ま
す
の
で
頑
張

っ
て
下
さ

い
。
（小
木
　
宏
）

●
小
野
貞
様

へ
。
会
報
二
三
号
を
読
み
ま

し
た
。
新
し
い
突
破
口
に
向

っ
て
ま
い
進

し
て
下
さ
い
。
司
法
の
イ
ン
チ
キ
性
暴
露

の
た
め
に
〃
¨

（西
山
　
卯
三
）

●
年
末
に
な
っ
て
横
浜
事
件
の
方
か
ら
ニ

ュ
ー
ス
が
な

い
の
で
心
配
し
て
い
ま
し

た
。
ま

た
、
新
し

い
闘

い
を
。

（近
藤

正
巳
）

●
第
二
次
再
審
請
求
、
期
待
し
て
い
ま

す
。
こ
の
問
題
、
裁
判
所
の
方
が
非
を
認

め
る
ま
で
微
力
な
が
ら
支
え
続
け
な
い
で

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
皆
様
の
ご
健
康
を
祈

り
ま
す
。
（渡
辺
　
義
夫
）

●
細
川
論
文
の
あ
ら
ま
し
、
良
く
わ
か
り

ま
し
た
。
二
次
再
審
成
功
の
た
め
お
互
い

に
、
学
習
を
深
め
な
が
ら
頑
張
り
ま
し
ょ

う
。
会
費

と
募
金
送
り
ま
す
。

（佐
川

隆
彦
）

●
違
憲
が
明
白
な

「政
治
改
革
」
法
案
が

強
行
採
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
本

裁
判
の
意
義
は
重
大
だ
と
思
い
ま
す
。

国
家
権
力
と
の
戦
い
を
今
年
も
元
気
で
戦

い
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。
（渡
辺
　
等
）

●
×
×
×
の
続
く

「改
造
」
を
眺
め
な
が

ら
、
何
も
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も
実
は
本

当
の
事
は
こ
の
×
×
×
の
中
に
書
か
れ
て

い
る
と
、
お
ぼ
ろ
げ
に
も
思
わ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
少
女
時
代
を
偲
び
ま
す
。
今
自

衛
隊
法

「改
正
」
、
小
選
挙
区
制
、
消
費

税
ア
ッ
プ
と
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
以
来
の
危
険
な
途

を
辿
り
出
し
て
い
る
の
を
憂
え
ま
す
。
そ

の
様
な
中
で
、
オ
カ
シ
イ
事
を
オ
カ
シ
イ

と
否
の
声
を
あ
げ
続
け
る
事
の
大
切
さ
を

い
よ
い
よ
覚
え
ま
す
。
（斉
藤
　
美
智
子
）

●
再
審
請
求
で
小
野
さ
ん
の
無
実
を
明
白
に

致
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
が
始
ま
り
で

す
。
（上
島
　
佳
子
）

●

″新
資
料
″
発
掘
と
第
二
次
再
審
請
求
の

記
事
を
、
う
れ
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。
ま
だ

ま
だ
け
わ
し
い
道
と
は
存
じ
ま
す
が
頑
張
っ

て
下
さ
い
。
ひ
と
つ
の
突
破
口
が
達
成
で
き

る
日
を
心
か
ら
願
っ
て
応
援
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
（山
崎
　
義
子
）

●
最
近
の
日
本
の
状
況
は
、
非
常
に
危
険

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
二
次
請
求
も
困
難
な

道
の
り
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
少
し
ず
つ

で
も
道
が
切
り
拓
か
れ
て
い
く
事
を
期
待

し
て
お
り
ま
す
。
（森
田
　
敏
彦
）

〈
Ｈ
月
〉
出
版
労
連

〈
１２
月
〉
小
木
宏

石
原
春
男
　
天
野
あ
ぐ
り
　
松
本
幸
輝
久

上
田
誠
吉
　
橘
祐
典
　
緑
川
亨
　
関
幸

注Ｌ
　
野
々
村
散
　
山
川
次
郎
　
塩
田
庄
兵

衛
　
山
崎
義
子
　
佐
川
隆
彦
　
沼
田
稲
次

郎
　
木
下
忠
司
　
中
川
光
子
　
一二
渡
章
高

荒
牧
三
恵
　
伊
藤
千
里
　
実
方
義
雄

吉
田
杜
夫
　
伊
藤
昌
太
　
塩
田
哲
子
　
山

田
猛
　
近
藤
正
巳
　
梅
田
正
己
　
中
西
篤

河
合
郁
子
　
松
浦
総
三
　
鈴
木
三
男
吉

深
代
典
子

〈
１
月
〉
上
島
佳
子
　
小
平

克
　
久
保
倉
可
子
　
藤
井
良
平
　
渡
辺
等

木

口
和
夫
　
清
水
英
夫
　
山
住
正
己

〈
２
月
〉
松
野
修
　
土目
山
房
子

〈
３
月
〉

渋
谷
武
夫
　
田
口
信
行

＊

　

　

　

＊

　

　

　

＊

▼
事
務
局
だ
よ
り

○
木
村
亨
さ
ん
か
ら
、
住
所
変
更
の
お
知

ら
せ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
し
い
ご
住

所
は
左
記
の
通
り
。

〒
‐８８
　
田
無
市
北
原
町

一
―
三

四
―
三

（電
話
）
〇
四
二
四
―
六

五
―
土

〇
八
八

〇
青
山
一房
子
さ
ん
は
、
去
年
受
け
ら
れ
た

手
術
の
あ
と
の
経
過
も
よ
く
、
こ
の
二
月

に
亡
き
青
山
鍼
治
さ
ん
の
七
回
忌
を
迎
え

ら
れ
ま
し
た
。

○
気
賀
ス
ミ
さ
ん
も
、
膝
の
痛
み
は
癒
え

て
お
元
気
な
ご
様
子
で
す
。

○
事
務
局

へ
お
便
り

（右
の
会
員
の
声
、

参
照
）
を
下
さ

っ
た
西
山
卯
三
さ
ん
が
お

亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
西
山
さ
ん

は
、
原
告
団
の
お

一
人
、
小
野
貞
さ
ん
の

古
く
か
ら
の
関
係
で
、
支
援
す
る
会
に
入

会
し
て
下
さ

っ
て
い
ま
し
た
。
小
野
さ
ん

の
西
山
さ
ん

へ
の
追
悼
文
を
こ
こ
に
掲
載

し
ま
す
。

四
月
二
日
の
新
聞
で
建
築
学
者
、
京
都

大
学
名
誉
教
授
、
西
山
卯
三
先
生
の
御
訃

報
に
接
し
ま
し
た
。
誠
に
哀
悼
の
思
い
に

堪
え
ま
せ
ん
。

西
山
先
生
と
は
五
十
年
前
、
先
生
が
住

宅
公
団
の
お
仕
事
を
な
さ
っ
て
お
い
で
の

こ
ろ
渋
谷
代
官
山
の
公
団
住
宅
で
仲
よ
し

の
お
隣
り
住
い
で
し
た
。
小
野
が
横
浜
事

件
関
係
で
検
挙
さ
れ
た
後
、
西
山
先
生
夫

妻
は
私
に
は
何
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
前
と
変
ら
ず
御
親
切
に
お
つ
き

あ
い
下
さ
い
ま
し
た
。

先
生
は
東
京
空
襲
前
に
大
阪

へ
移
ら
れ

ま
し
た
が
、
戦
後
五
、
六
年
後
に
東
京
に

御
出
張
の
折
、
私
ど
も
の
引
越
し
先
を
探

し
て
わ
ざ
わ
ざ
お
訪
ね
下
さ
り
、
お
見
舞

い
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ

の
折
、
先
生
の
お
人
柄
に
深
い
感
銘
を

受
け
ま
し
た
。
横
浜
事
件
再
審
請
求
後

は
い
ち
早
く
、
お
励
ま
し
と
カ
ン
パ
を
頂

き
、
支
援
す
る
会
の
会
員
と
し
て
御
支

援
頂
き
、
私
も
い
つ
も
お
励
ま
し
の
お

言
葉
を
頂

い
て
お
り
ま
す
。
有
難
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
慎
ん
で
先

生
の
御
冥
福
を
お
祈
り
中
し
上
げ
ま
す
。

小
野
　
貞

会
費
更
新
を
よ
ろ
し
く
〃

（会
員
更
新
数
現
在

一
九
八
名
）


